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３．事業の実施状況 

 
平成26年度奈良県計画に規定した事業について、令和３年度計画終了時における事業の実

施状況を記載。 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業 

事業名 【NO.３（医療分）】 

がん患者に対する口腔ケア対策支援事業 

【総事業費】 

300千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成 26年 10月１日～平成５年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ・がん医科歯科連携講習会修了書授与数 400人 
・歯科衛生士派遣病院数 10病院 
・病診連携数 10病院 
・患者満足度の上昇 

事業の達成

状況 

令和３年度は新型コロナウイルス感染症対応の BCP により事業を縮小
し、歯科医師等を対象とした研修会を実施。 
○歯科医師等を対象にした研修会の実施 
 ・がん医科歯科連携講習会修了書授与数：H26～R3：659人 
 ・がん診療連携登録歯科医：132人（19.6％） 
○がん診療病院に対する歯科医師、歯科衛生士の派遣 

 ・歯科医師、歯科衛生士派遣病院数： 
H26～R3：10病院、延 12病院 

○病診連携数 
 ・連携病院数：17病院 
 ・連携歯科医療機関数：35機関 
 ・病診連携数：109件 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 

本事業を実施することにより、がん患者が適切に口腔ケアや歯科

治療にかかりやすい体制を構築するために、がん診療連携拠点病院

等と地域の歯科医師との連携を促進することができた。 

（２）事業の効率性 

   地域の医師、歯科医師、歯科衛生士等を対象とした研修会を開催
し、歯科医療従事者ががん治療における周術期の口腔機能管理を学
び、資質向上を図ることができた。 

その他 平成 26年度：1,215千円、平成 27年度：1,337千円、 

平成 28年度：2,632千円、平成 29年度：882千円、 

平成 30年度：1,537千円、令和元年度：1,501千円、 

令和 2年度：27千円、令和 3年度：300千円 
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事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業 

事業名 【NO.４（医療分）】 

病床の機能分化・連携推進検証手法検討事業 

【総事業費】 

8,719千円 

事業の対象

となる区域 

全圏域 

 

事業の期間 平成 26年 10月１日～令和４年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 地域の医療機関の現状把握、今後の将来の病床数の必要量とマッチング

をする手法の確立 

事業の達成

状況 

令和３年度においては、医療と介護を一体的に把握できる国保及び後期

高齢者のデータを用いて、地域ごとにどのような検証手法が有効かにつ

いて、評価分析を進めることができた。  
事業の有効

性・効率性  

（１）事業の有効性 

各病院が、地域における自院の立ち位置の把握と将来の方向性の

検討を行い、地域医療構想に沿った自主的な取に繋げられるデータ

分析を病院へ示すことができた。 

（２）事業の効率性 

   地域医療構想における課題を明確にした上で、各種分析に着手す

ることにより、効率的に業務を遂行した。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.５（医療分）】 

在宅医療体制整備事業 

【総事業費】 

3,131千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成 26年 10月１日～令和４年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 在宅医療連携拠点数１２（市町村単位等） 

事業の達成

状況 

令和３年度においては、 

・保健所のノウハウを活かした広域的・専門的な調整に限定した市町村

支援等を実施することで、引き続き、事業の目標である在宅医療連携拠

点整備を支援した。 

・具体的には①管内市町村広域連携支援事業、②入退院調整ルールづく

り支援事業、③多職種間連携強化支援事業の３事業を実施した。 

・保健所の助言等により、各市町村で広域的な視点も踏まえながら在宅

医療・介護連携推進のための協議会の運営や、入退院調整ルールの運用

が進められている。 

・専門的な知識・調整が必要とされる多職種間連携強化支援事業におい

ては、保健所が中心となって各職能団体や市町村とも連携しながら、連

携ツールの作成や勉強会、研修会を実施している。 

  
事業の有効

性と効率性  

（１）事業の有効性 

保健所が中心となって調整を行うことで、地域の実情に応じた医

療介護連携が進んでいる。 

（２）事業の効率性 

平成 25年度から各保健所単位で在宅医療推進の取組が開始されて

いたこともあって、関係者が協働した取組を円滑かつ効率的に実施

できている。  
その他  

 

 

 

 

 

 



   

7 

 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.７（医療分）】 

重度心身障害児への在宅医療支援制度 

【総事業費】 

11,814千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成 26年 10月１日～令和４年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 在宅の重症心身障害児者、医療的ケア児者とその家族が、身近な地域に

おいて、心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分

野の支援を受けられるよう、広域的・専門的な相談支援や各関係機関と

の連携・調整等を行う。 

事業の達成

状況 

令和３年度においては、「重症心身障害児者支援センター」を運営し、広

域的・専門的な相談支援や各関係機関との連携・調整等を行った。  
事業の有効

性と効率性  

（１）事業の有効性 

   在宅の重症心身障害児者、医療的ケア児者の支援体制の充実を図

ることができる。 

（２）事業の効率性 

   支援機能をセンターに集約したことで、相談や連携等を一括して

担うことができるとともに、ケースの収集ができ、今後の支援に

繋げることができる。  
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.10（医療分）】 

奈良県心身障害者歯科衛生診療所設備整備事業 

【総事業費】 

6,155千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成 26年 10月１日～令和４年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 心身障害者歯科衛生診療所の歯科診療機器等を整備し、効果的・効率的

な治療が実施できることにより、利用者へのサービス向上につながると

ともに、当診療所で歯科診療に関わる歯科医師等の心身障害者（児）へ

の歯科診療技術を向上させることにより、在宅歯科診療及び一般歯科診

療の推進と在宅歯科診療等を支える体制の充実を図る。 

事業の達成

状況 

令和３年度においては、心身障害者歯科衛生診療所の効果的・効率的な 

治療提供のため、歯科診療機器等の整備として、ベッドサイドモニター､

心電図検査装置、汎用歯科用照明器具、LED チェアーライト、アナログ

式口外汎用歯科 X 線診断装置、超音波スケーラハンドピース、ペリオハ

ードチップの整備を行った。  
事業の有効

性と効率性  

（１）事業の有効性 

静脈内鎮静法での治療に対応できるよう歯科診療機器の整備を

行い、診療体制の充実をはかることができている。 

 

（２）事業の効率性 

    本事業の実施により、効率的・効果的な治療の実施、利用者へ

のサービス向上につなげることができている。 

    

その他  

 

 


